
ちば中学生県議会の今後のあり方 

検討ワーキンググループ 次第 

 

 

 令和６年７月１８日（木） 

議 会 運 営 委 員 会 室 

 

１ 開  会 

 

２ 本ワーキンググループについて 

  

３ ちば中学生県議会について 

  

４ 開催要領案について 

 

５ 検討案について 

 

６ 意見交換について 

 

７ その他 

 

８ 閉  会 

 

 

 





「ちば中学生県議会の今後のあり方」 

検討ワーキンググループについて 

令和６年７月１８日  

議会事務局議事課  

 

 ちば中学生県議会については、令和５年１１月１５日の各会派代表者会議における 

議長からの見直し指示を受け、県教育委員会との協議を踏まえ、見直しの方向性をまとめ

てきた。 

今後、本ワーキンググループにおいて、今後のあり方等を具体的に検討いただきたい。 
 
 

１ ちば中学生県議会の概要 

（１）目的 

県議会への関心を高めるとともに、中学生社会科（公民）における「民主政治と   

政治参加」の学習内容を体験・理解してもらうこと。 

（２）開催時期 

   ６月定例県議会の招集日（改選期を除く） 

（３）参加者 

   県内公立・私立中学校の中学３年生（及び引率者） 

（Ｈ３０年：参加９５校 各学校生徒２名・引率者１名の合計２８５名） 

 

２ 見直しの背景 

中学３年生を取り巻く環境の変化や、主権者教育の推進に関する全国都道府県議会議長会

における決議などを踏まえ、開催方法等の見直しが必要となった。 

 

３ 見直しの方向性（事務局案） 

 （１）目的  

若者が県議会及び県議会議員を身近に感じ、議会や議員の仕事に対する関心を高め

てもらうことにより、主権者としての政治参加意識の醸成を図るとともに、議員の  

なり手不足解消に寄与すること。 

（２）検討事項 

〇全国都道府県議会議長会の決議を踏まえ、議会及び議員自らが主体的に取り組む方

法 

〇次代を担う生徒一人ひとりが主体的に参加できる方法 

〇選挙権年齢の引き下げを考慮し、「高校生」を対象とするなど、主権者教育を一層推進する

方法 

〇議会会期中にこだわらず、学校現場の状況に応じて開催できる方法 



＜ちば中学生県議会の風景＞ 



 

 

ちば中学生県議会の今後のあり方検討ワーキンググループ開催要領 

 

１ 目 的 

  本ワーキンググループ（以下、「WG」という。）は若者が県議会及び県議会議員を身近

に感じ、議会や議員の仕事に対する関心を高めてもらうことにより、主権者としての  

政治参加意識の醸成を図るとともに、議員のなり手不足解消に寄与するための、ちば中

学生県議会の今後のあり方の検討を行う。 

 

２ 検討事項 

（１）全国都道府県議会議長会の決議を踏まえ、議会及び議員自らが主体的に取り組む

方法 

（２）次代を担う生徒一人ひとりが主体的に参加できる方法について 

（３）選挙権年齢の引き下げを考慮し、「高校生」を対象とするなど、主権者教育を一層

推進する方法 

（４）議会会期中にこだわらず、学校現場の状況に応じて開催できる方法 

 

３ 参加者 

 （１）構成員（代表者会議の各会派代表からの推薦議員） 

    自民党 ４名、立憲民 ２名、公明党 １名、千政団 １名、共産党 １名 

 （２）関係課 

    議会事務局政務調査課、教育庁教育振興部学習指導課 

 （３）事務局 

    議会事務局議事課 

 

４ 運営 

 （１）WG には座長を置く。 

 （２）座長は WG を招集し、議事を進行、整理する。 

 （３）座長が必要と認めるときは、WG 以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

 （４）議事は原則として非公開とする。配付資料や議事要旨等は構成員の了承を得た上

で公開とする。 

 

５ 開催時期 

  WG は座長が必要と認めたときに随時開催する。 

 

６ 費用弁償 

  議員及び必要に応じて出席した者が WG に出席するため旅行したときは、その費用を

弁償する。 

 

 



 

 

７ その他 

 （１）本ワーキンググループの庶務は、議会事務局議事課において行う。 

 （２）この要領に定めるもののほか、WG の運営に関し必要な事項は、協議の上、WG に

諮って座長が定める。 

 

 附則 

 この要領は、令和６年７月  日から施行する。 



ちば中学生県議会 検討案 
 

（案の１）議員出前講座 

内 容：議員が学校へ出向いて「県議会の役割と仕組み」をテーマに、県議会の 

      仕組みや議員の仕事を説明し、質疑応答などで生徒と意見交換をする。 

対 象：県内の高等学校（高校１、２年生） 

 

 

（案の２）県議会体験会 

内 容：議場見学を行うとともに、議員代表から県議会についての説明を行う。 

その後、人数によってはグループに分かれて議員と意見交換会を行う。 

対 象：希望する県内の小・中・高等学校 

 

 

（案の３）高校生県議会 

内 容：次世代を担う高校生が千葉県に関する質問をし、答弁は関係課長が行う。 

対 象：希望する県内の高等学校の生徒（高校１、２年生） 

 


